
 
□「振り込め詐欺救済法」について 
  平成 20 年 6 月 21 日に「振り込め詐欺救済法」が施行されました。 
  「振り込め詐欺救済法」は振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関に振り込んだ資金が 

犯人に引き出されずに残っている場合に、振り込め詐欺の被害に遭われた被害者に返還 
する手続と規則を定めたものです。 
 振り込め詐欺に悪用した犯罪利用預金口座は、振り込め詐欺の被害者への返還対象の 
預金として預金保険機構のホームページに掲載されます。 
 振り込め詐欺の被害に遭われ、被害回復を希望される方は下記のリンクから預金保険 
機構のホームページを開いていただき、お心当たりのある口座が掲載されておりました 
ら下記のフリーダイヤルまでご一報ください。 
 預金保険機構のホームページに掲載されていない場合でも、被害に遭われたお心当た 
りがございましたらお気軽にフリーダイヤルへご照会ください。 
 
  
 
 
 
 
     
 
 

預金保険機構の公告関係ホームページはこちらです。 
http://furikomesagi.dic.go.jp/ 

「コンプライアンス統括部 お客様相談センター」 

フリーダイヤル☎０１２０－４９５－９１０ 

受付時間：月～金曜日 ９：００～１７：００（祝日と年末年始を除く） 

http://furikomesagi.dic.go.jp/

